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１　労働審判制度の創設
　平成18年４月１日から労働審判制度が

スタートしました。この制度は，解雇や

給料の未払など，個々の労働者と会社（事

業主）との間の労働関係に関する民事上

のトラブル（個別労働関係民事紛争）を，

裁判所において，原則として三回以内

の期日で，迅速，適正かつ実効的に解決

することを目的として設けられたもので

す。労働審判手続の流れは，下図のとお

りです。

２　労働審判員の知識経験の活用
　労働審判制度の特徴の一つは，労働関

係に関する専門的な知識や経験を有する

労働審判員２名が，労働審判官（裁判官）

１名と共に労働審判委員会を構成して，

労働審判手続を行うことです。労働審判

員は，労働審判事件を処理するに当たり，

労働関係についての実情や慣行，制度等

に関する知識や，労働者又は使用者の立

場で実際に労働紛争の処理に携わるなど

した経験を活かすことが期待されていま
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す。

３　労働審判員が果たす役割
　労働審判員は，労働審判手続において，

具体的にどのような役割を果たすことに

なるのでしょうか。ここでは，ある程度

の営業経験があることを見込まれて会社

（相手方）のセールスマンとして雇用さ

れた従業員（申立人）が，就業規則に定

められた解雇事由である「業務の能力が

著しく劣り，向上する見込みがないと認

められるとき」に該当するとして解雇さ

れたため，解雇は無効であると主張して

労働審判手続の申立てをした事件を例に

とって，労働審判員の果たす役割を見て

みましょう。

⑴　労働審判手続期日前の準備
　労働審判員は，あらかじめ申立書等

を読んで事件の概要を把握した上，第

１回労働審判手続期日に臨むことにな

りますが，多くの事件では，期日の始

まる前に評議が行われます。評議にお

いて，労働審判員は，その事件の事実

関係や法律の適用に関する疑問や意見

を述べ，労働審判官や他の労働審判員

との間で，予想される争点を確認する

とともに，その後の審理の進め方につ

いて協議することになります。

　設例の場合における争点としては，

例えば，申立人が営業に関する一定の

能力を有することは労働契約の内容

となっていたか，申立人の能力は客観

的に見てどの程度劣っていたか，相手

方は，申立人の入社後，申立人に対し

て必要な指導や教育を行っていたかと

いった点が考えられます。これらの点

が争点となることが予想される場合に

は，労働審判員は，自らの知識や経験

に照らして，労働者を中途採用する場

合の労働契約の締結の実態，営業成績

等から見た申立人の能力の程度，中途

採用の従業員に対する指導や研修の実

態等について意見を述べ，審理のポイ

ントにつき意見交換をすることが考え

られます。

⑵　労働審判手続期日における審理
　労働審判委員会は，労働審判手続期

日において，その事件の争点を整理し，

争点についての証拠調べ（証拠書類の

取調べや当事者等から事情を聴く審尋）

を行うことになります。労働審判員は，

【評議（イメージ）】 【労働審判手続期日（イメージ）】
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この審尋の際に，労働審判官と共に，

事件の事実関係を解明したり，解決案

を検討したりするために必要な事項を

質問します。

　設例の場合において，労働審判員は，

例えば，申立人が採用される際のやり

取り，申立人の入社前の経歴（特に，

営業に携わった経験年数等），申立人の

入社後の営業成績や勤務実績，申立人

が相手方から受けた指導や研修の内容

等につき，評議で確認したポイントを

中心として，労働審判官と共に質問を

することが考えられます。

⑶　解決案の検討と確定
　労働審判委員会は，労働審判手続期

日の途中やその前後において，必要に

応じて評議を行い，事件をどのように

解決すべきかについて議論します。そ

の際，労働審判員は，労働関係に関す

る知識や経験を活かして，その事案に

おける妥当な解決方法について意見を

述べ，労働審判官や他の労働審判員と

協議することになります。

　設例の場合には，審理の結果認めら

れる事実関係の下において解雇が有効

か否かを判断し，原則として，これを

前提とした解決案を提示することにな

ります。もっとも，事案の内容や労働審

判手続の経過によっては，解雇を無効

と判断した場合であっても，相手方が

申立人に対し相当額の解決金を支払っ

て労働契約を終了させるとの方向での

解決案が検討されることもあり得るも

のと思われます。そして，労働審判委

員会は，検討した解決案を基に調停を

試み，調停がまとまらなければ，多数

決により内容を確定した上で，労働審

判を行うことになります。

⑷　調停
　労働審判員は，労働審判官と共に調

停による解決を試みる際に，当事者に

対し，自らの知識や経験を交えながら，

調停による解決を積極的に働きかける

ことが考えられます。

【評議（イメージ）】

【期日での調停（イメージ）】

４　終わりに
　労働審判制度の施行に向けて，約1,000

人の労働審判員が任命され，全国の地方

裁判所に所属しています。これらの労働

審判員が，今後，その役割を着実に果たし，

多くの個別労働関係民事紛争が適正かつ

迅速に解決されることが期待されます。


